
お知らせ
掲示板

広く町民の皆さんが参加・応募できる
「お知らせ」「イベント」「募集」などの

情報をお届けします。

掲載の希望は、お問い合わせください。
未来創造課 58-3701

募 消費生活出前講座 受付中！

消費生活に関する情報の他、インター
ネット関連の消費者トラブルや、悪質
商法の対処法をわかりやすく説明する
出前講座を無料で実施しています。ぜ
ひご活用ください。
◆�対象…自治会、学校、各種団体、職場
研修会など

◆�内容…最近の消費者トラブル事例/
悪質商法の手口とその対処法/クー
リング・オフについて など

◆�講師…消費生活相談員
◆�申込…希望日時、内容などをご相談
ください。

問 �生活安全課 生活環境係�
58-3703

「経済センサス-活動調査」 
にご協力ください

基準日【令和８年６月１日】

「経済センサス-活動調査」は、全ての産
業における売上・費用など経済活動の
実態を調査するものであり、全ての事
業所・企業が対象となります。４月ま
たは５月に国から郵送で調査書類が届
きましたら、その書類をもとにイン
ターネットで回答をお願いします。ま
た、新設事業所などについては５月以
降、調査員が訪問しますのでご協力を
お願いします。
※�回答は統計作成の目的以外には一切
使用されません。

問 �未来創造課 人権広報係
　 58-3701

申込書（PDF）▶
はこちら　

マイナ保険証の 
登録解除について

竜王町国民健康保険または後期高齢者
医療制度に加入中で、マイナ保険証（保
険証利用登録を行ったマイナンバー
カード）を持っている人は、申請により
利用登録を解除することができます。
◆�申請できる人
　本人、法定代理人、代理人
◆�申請時に必要なもの
⃝�マイナンバーカードの健康保険証利
用登録の解除申請書（窓口で記入可）
⃝�解除する本人の国民健康保険または
後期高齢者医療の記号番号がわかる
もの（資格情報のお知らせなど）
◆本人が申請する場合
　⃝�本人確認書類※

◆�同一世帯の親族が代理で申請する
場合
　⃝�代理申請する人の本人確認書類※

◆別世帯の代理人が申請する場合
　⃝�代理人の本人確認書類※

　⃝�本人からの委任状
※�官公署発行の顔写真つき証明書／
有効期限内の運転免許証、マイナ
ンバーカードなど

◆注意事項
⃝�登録解除の申請は加入している健
康保険の保険者に行う必要があり
ます。竜王町国民健康保険および後
期高齢者医療以外の健康保険に加
入している人は、ご自身が加入して
いる健康保険の保険者に申請をし
てください。
⃝�登録解除申請後、マイナポータル上
に反映されるまで１～3カ月程度か
かります。解除手続きの完了後、マ
イナポータルの「健康保険証の利用
登録申込状況」から、利用登録が解
除されていることを確認すること
ができます。
⃝�利用登録が解除された後でも、再
度、利用登録の手続きを行うことが
できます。

問 �住民課 医療年金係�
58-3702

相 心配ごと相談所
行政相談所

◆�とき…5/11㊊・6/11㊍
　　　　各日10：00～12：00
◆�場所…103会議室（庁舎１階）

心配ごと相談
借金、離婚、相続、近所トラブルなど、
さまざまな心配事・困り事
問 �竜王町社会福祉協議会�

58-1475
行政相談

行政サービスに関する苦情や意見、要
望など
問 �総務課 行財政係�

58-3700

相 弁護士無料法律相談会

お悩み事の解決のきっかけづくりをお
手伝いします。
◆とき…6/19㊎ 13：00〜15：00
◆場所…103会議室（庁舎１階）
　※控室は住民課横の相談室
◆�相談内容…離婚、相続などの家庭問
題、多重債務など ※土地の登記、税
については、専門である司法書士や
税理士に相談をお願いします。

◆�相談形式…弁護士による面談（一人
30分・定員４人）
◆�申込期間…5/7㊍～6/12㊎�
（平日9：00～17：00） ※先着順
問 �竜王町社会福祉協議会 58-1475

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）

全国一斉情報伝達訓練

町内の屋外スピーカー、戸別受信機か
ら一斉に訓練放送が行われます。また、
「しるみる竜王（町公式アプリ）」のテス
ト配信を行います。
◆訓練日時…6/3㊌ 11：00～
　（予備日 7/1㊌）
問 �生活安全課 消防防犯係�

58-3703

自転車用ヘルメット 
購入費用補助のご案内

全ての自転車利用者のヘルメット着用
が努力義務化となり、自転車利用時にお
ける事故や転倒から頭を守るヘルメッ
トの着用促進を図るため、自転車用ヘル
メットの購入費用の一部を補助します。
◆�申請期間…令和８年４月１日から令
和９年３月31日必着 ※申込上限に
達した場合、申込期間中でも受付を
終了する可能性があります。
◆�補助対象者
⃝�町内在住の満65歳以上の高齢者
⃝�町内在住の高校生世代以下の未成年
者(18歳に達する日以降の最初の３
月31日を迎えるまでの人)

◆�補助対象となるヘルメット…次のい
ずれの要件も満たす新品の自転車用
ヘルメット
⃝�令和８年４月１日以降に購入したヘ
ルメットであること。
⃝�安全基準(SG・JCF・CE・GS・CPSC
マークなど)に適合していること。

◆�補助金額…自転車用ヘルメット購入
費用の２分の１(100円未満の端数
切り捨て)、補助金額の上限は3000
円です。
※補助対象者１人につき１回まで。
※�購入時のポイント、クーポン利用や
値引き分、送料などは購入費用から
除きます。

問 �生活安全課 消防防犯係�
58-3703

狂犬病予防注射を
受けさせましょう!

犬を飼っている人は、狂犬病予防法に
より、生後91日以上の犬には室内犬、
室外犬を問わず、毎年１回、狂犬病予防
注射の接種が義務付けられています。
動物病院でも年間を通して狂犬病予防
注射が受けられますので、動物病院へ
お問い合わせください。
※�令和８年度の集合注射は５月13日

㊌が最終日です。
問 �生活安全課 生活環境係�

58-3703

詳細はこちら

集合注射の日程

竜王町結婚支援事業 
補助金を開始します

結婚のきっかけとなる出会いの場の提
供などを実施される住民主体の事業に
対して、補助金を交付します。
◆�対象団体…町内に活動拠点があり、
ボランティア活動などの非営利活動
をしている５人以上の団体で、その
半数以上が町内に在住・在勤してい
る団体

◆�対象活動…原則町内で実施される公
益的な事業であって自らが企画・運
営・実施する下記に記載の事業
　①�結婚希望者を対象とした継続性の
ある結婚相談事業

　②�異性とのコミュニケーション能力
向上に貢献する事業

　③�結婚希望者を対象とした次に掲げ
る出会いの場を創出する事業

　　�ア20歳以上の人を対象に実施す
る事業 イ参加者総数が10人以上
の事業 ウ参加者の半数以上が町
内に在住・勤務する人である事業 
エ参加者から事業の趣旨を踏まえ
た適正な参加料を徴収する事業

◆�補助金額…１事業あたり10万円を限
度とし、同一団体への交付は同一年
度で20万円を限度とする。（ただし、
構成員が４分の１以上同じ人で構成
する団体は同一団体とみなします。）

◆�募集期間…～５/19㊋（募集期間終
了後、予算上限に達していない場合
は随時受付・審査を行います。）

問 �未来創造課 協働推進係
　 58-3701

可燃性粗大ごみ 
（木製家具）を収集します

収集日時…5/24㊐ 8：30～12：00
「搬入許可申請書」は、事前に必ず自治
会（区）長または竜王町生活安全課職
員の署名が必要です（確認印不要）。申
請用紙は各自治会（区）へ別途配布し
ます。
問 �生活安全課 生活環境係
　 58-3703

詳細はこちら

手話講座（入門編） 
受講生募集

聴覚障がい者などの日常生活上の初歩
的なコミュニケーションの支援と交流
活動を促進するため、手話や聴覚障が
いについての知識とともに、手話で挨
拶、自己紹介程度の会話が可能な人を
養成します。
◆�対象者…手話の学習経験のない人、
または手話サークルなどでの活動経
験がおおむね１年未満の人で、次の
❶～❸全ての条件に当てはまる人

❶�全課程を受講できる見込みのある人
❷�15歳以上（中学生を除く）の人で竜王
町に在住、在勤、または在学している人

❸手話の学習や活動に熱意のある人
◆�実施期間…令和８年6/4～12/17�
毎週木曜日 19：00～21：00�
※8/13は休み

◆�場所…近江八幡市役所（近江八幡市
桜宮町236）

◆定員…２名程度
◆�受講料…無料（テキスト教材費・実
地学習参加費用などは自己負担）

◆�申込…所定の申請書に必要事項を記
入し、提出してください。申込書は自
立支援課にあります。また、町ホーム
ページからもダウンロードできます。

◆�申込期間…5/1㊎～21㊍（必着）
問 �自立支援課 障がい福祉係�

58-5323�
58-5324

５月５日㊋㊗〜11日㊊は
「こどもまんなか 児童福祉週間」です

いこうぜ！みんな キラキラの 
あしたへ ゴーゴゴー！

※令和８年度 標語
全てのこどもが大切に育てられ、夢と
希望をもって、個性豊かにたくましく
育っていけるような社会をつくってい
くことが重要です。こどもの健やかな
成長のために私たちにできることは何
かを考え行動する週間にしましょう。
問 �健康推進課 こども家庭支援室�

58-1006

申請書のダウン▶
ロードはこちら　
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日本年金機構日本年金機構
Japan Pension ServiceJapan Pension Service

国民年金の情報はこちらから国民年金の情報はこちらから
草津年金事務所草津年金事務所 TEL：077-567-2220 TEL：077-567-2220
竜王町住民課医療年金係竜王町住民課医療年金係 TEL：0748-58-3702 TEL：0748-58-3702

ご登録・
ご予約お待ち
しています！

Ⓡ

「みんなでお出かけ
� 乗り合いサービス」

竜王町地域公共交通活性化協議会（竜王町未来創造課）

詳細は
こちらから

生ごみ処理器などの 
購入費用を補助します

対象となる処理器

※�５年間で１世帯当たり２基まで
◆�提出物…令和８年４月～翌年３月に
購入したもので品名・購入店が記載
された領収書（レシート不可）、申請
者名義の金融機関の口座番号、印鑑
（スタンプ式不可）
問 �生活安全課 生活環境係�

58-3703

感震ブレーカーの 
設置費用を補助します

◆�対象…町内に住所を有し、居住する
住宅をお持ちの人

◆��補助金額…感震ブレーカーの購入
および設置に伴う費用の半額（上限
２万円／１世帯につき１回限り）

◆�提出物…申請書（申請書は町HPまた
は生活安全課）／感震ブレーカーの
購入・設置に係る見積書の写し（新
築の際に購入・設置するものは対象
外）／感震ブレーカーの仕様が確認
できる書類（カタログなど）

問 �生活安全課 消防防犯係�
58-3703

コンポスト容器（堆肥枠）
購入額の２分の１
上限額5000円

ぼかし容器セット
購入額の２分の１
上限額5000円

電動式生ごみ処理器
購入額の３分の１
上限額１万5000円

詳細はこちら

年に１度は浄化槽の法定
検査を受検しましょう

法定検査は、年１回の受検が義務付け
られています。また、浄化槽を廃止した
ときには、その日から30日以内に「浄
化槽廃止届出書」を提出することが義
務付けられていますので、生活安全課
へ提出してください。
◆�申込…（公社）滋賀県生活環境事業協会�

077-535-9210 077-535-9214
◆検査手数料

人 槽（大きさ） 手数料
10人以下 5000円
11人～20人 6000円
21人～50人 9000円

問 �生活安全課 生活環境係�
58-3703

募 竜王町シルバー人材センター 
働く仲間を大募集！

定年後、毎日働くことは望まないが、働
く機会を得たい、社会に役立つ仕事を
したいなど、あなたの長年の知識や経
験、技術を地域で生かしてみませんか。
入会希望者は、入会説明会にご参加く
ださい。
◆�対象…町内在住の満60歳以上の人
で、健康で働く意欲のある人

◆�説明会…毎月第３水曜日 13：30～
※臨時の説明会も実施しています。
◆�場所…シルバーワークプラザ ２階
　（竜王町シルバー人材センター）
問 �公益社団法人�
竜王町シルバー人材センター�
58-8080

介護に関わる全ての人の
交流の場

ふきのとうカフェ
⃝�5/12㊋ 10：00～14：00 「新緑を満
喫・妹背の里散策」 集合場所／妹背
の里（7：00の時点で雨なら公民館２
階でカフェトークに変更） 持ち物／
飲み物 ※昼食は注文弁当（500円程
度）のため5/7㊍までに予約が必要
⃝�5/29㊎ 10：00～11：30 「 カ フェ
トーク」／竜王町公民館２階（研修
室）／参加費100円（飲み物代）

竜王男たちのKAIGO
男たちだけのしゃべり場

一人で悩まないで！孤立しないで！が
んばり過ぎないで！認知症のこと、介
護のこと、日常の生活のこと、いろいろ
な悩みを気軽に話してみませんか。
◆�とき…5/18㊊ 10：00～11：30
◆�場所…希望の家 綾戸（交流ルーム）
※男性介護者の集まりです。
問 �福祉課 地域包括支援係�

58-3704

竜王町消防団 
消防ポンプ操法大会

大会に向け各分団、昼夜を問わず練習
に励んできました。ぜひ、応援にお越し
ください。当日は駐車場に限りがあり
ますので、なるべく乗り合いでご来場
ください。
◆�とき…5/31㊐ 6：30～�
※競技は7：00～
◆�場所…近江八幡消防署竜王出張所
（竜王町地域防災拠点施設）

◆�実施操法…ポンプ車操法、小型ポン
プ操法

問 �生活安全課 消防防犯係 58-3703

募 令和９年 二十歳のつどい
実行委員募集

自分たちで「二十歳のつどい」を 
創り上げよう！

「二十歳のつどい」の企画・運営に参加
して、思い出に残るつどいを仲間と一
緒に創り上げませんか。
◆�対象…�平成18年4/2～�

平成19年4/1生まれの人
◆�募集人数…10人程度
◆�内容…令和９年1/10㊐に挙行予定
の「二十歳のつどい」の企画・運営

◆�期間…令和８年８月～令和９年１月
（会議は月１、２回程度）

◆�応募方法…電話・FAX・メールでご
応募ください。

問 �竜王町教育委員会事務局 生涯学習課�
58-3711 58-2655

　 �syogaku@town.ryuoh.shiga.jp

危険!!水路やため池で
遊ばないでください！

ご家族や地域の皆さんへお願い
毎年、水路やため池に誤って転落し、死
亡する事故が後を絶ちません。特に農
作業が盛んになる４月から９月は水量
が多くなり非常に危険です。不用意に
水路やため池には近づかないでくださ
い。また、こどもの事故を防止するため
には家族だけでなく、地域の皆さんが
日ごろから注意喚起することが大切で
す。こどもたちには水路やため池で遊
ばないよう、声掛けをお願いします。
問 �農業振興課 農村保全係�

58-3706

人間ドック検診費を
一部補助します

◆�対象者（全ての要件を満たす人）
　�▶検診日に竜王町国民健康保険に加
入している人／検診日に年齢が19
歳以上75歳未満の人／保険税を滞
納していない世帯に属している人／
検診結果を提出し、結果に応じて保
健師などの事後指導を受けることが
できる人／町が検診結果を活用する
ことに承諾できる人

◆�補助金額…費用の２分の１を一人に
つき１年度に１回交付（上限２万円、
100円未満切り捨て）

◆�申請方法…検診後、次のものを全て
そろえて、住民課で申請してください。
　�▶検診結果票の原本／質問票（窓口
でお渡しします）／領収書の原本（検
診費用の記載要）／国民健康保険の
資格確認書または資格情報のお知ら
せ／40歳以上の人は特定健診受診券
（ピンク色）／印鑑（スタンプ式不可・
認印可）／振込先の金融機関の口座
がわかるもの（通帳など）

◆申請期間…令和９年1/29㊎まで
問 �住民課 医療年金係�

58-3702

５月27日㊌ 町公民館前で
献血（全血）を実施します

◆�実施日…5/27㊌ 13：00～16：00
◆場所…竜王町公民館前 駐車場
◆�持ち物…運転免許証やマイナ保険
証、ラブラッドアプリなど

問 �健康推進課 健康づくり係�
58-1006

詳細はこちら

小中学生のための
英語検定料の補助制度

財団法人日本英語検定協会が実施する
実用英語検定の受検者（児童・生徒）に
対して、検定料の一部を補助します。
◆�対象者…町内在住の小中学生および
町立学校に区域外就学する小中学生
の保護者

◆�補助額…１人１回当たり1000円�
※１年度につき限度額3000円まで

◆�申請方法…竜王中学校の生徒は学校
で申請。小学生、町外の中学校に通
学する生徒は、受検後30日以内に
教育委員会へ申請してください。

◆�提出物…受検の証明書（領収書など）、
印鑑・金融機関の口座番号（町外の
中学校に通学の場合のみ）

問 �竜王町教育委員会事務局�
学校教育課 58-3719

農排公共下水道接続後の 
下水道使用料について

本町では、令和８年４月から山中地区
と殿村地区（川守・岩井）の農業集落排
水施設を廃止し、公共下水道へ接続し
ています。対象地区の皆さまには、公共
下水道への接続後は他の地区と同様に
各ご家庭の水道使用量により下水道使
用料が算定されるため、令和８年６月
請求分の下水道使用料からは各ご家庭
の使用状況により料金が増減すること
となります。詳しくは、町ホームページ
や担当窓口にご確認ください。
◆�時期…令和８年６月請求分以降の下
水道使用料

◆�地区…山中、川守、岩井
問 �上下水道課
　 58-3708 詳細はこちら
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Population� 竜王町の人口
令和８年３月末現在 ／（ ）内は前月比

全　体 11006人 （－35）
男 5689人 （－16）
女 5317人 （－19）

世帯数 4507世帯 （＋10）
令和８年３月中の届け出 ／（ ）内は前月数

転　入 55人 （31）
転　出 76人 （46）
出　生 3人 （ 4 ）
死　亡 17人 （ 8 ）

募 竜王町希望かなえる輝
きりゅう

竜の郷
さと

づくり活動支援事業補助金

町民の皆さんが、さまざまな分野で自
発的・主体的に取り組まれるまちづく
り活動に対して、補助金を交付します。
※１団体当たり２回まで
◆�応募資格…町内に活動拠点があり、
ボランティア活動などの非営利活動
をしている５人以上の団体で、その半
数が町内に在住・在勤している団体
※�令和７年度までに補助金を２回交付
された団体は対象外となります。

◆�対象となる活動…町内で実施される
公益的な事業であり、自主性・自立
性に基づく活動で継続・発展性のあ
る事業

◆�補助金額
　１団体当たり上限20万円
◆�募集コース
⃝�指定型／提示したテーマについて提
案し実施する事業（テーマ①若者活
躍事業 ②活力創造事業 ③安心創造
事業）
⃝�自由型／自由な発想で提案し、実施
する事業

◆提出期限…５/19㊋まで
問 �未来創造課 協働推進係�

58-3701
詳細はこちら

５月は消費者月間

消費者庁 令和８年度 統一テーマ 
見える情報 見えない仕組み 

～ AI時代の消費者力を高めるために～

消費者基本法の前身である「消費者保
護基本法」が昭和43年５月に施行され
たことから、その施行20周年を機に、
昭和63年から毎年５月が「消費者月
間」とされています。デジタル化の進展
に伴い、AIが日常でも利用されるよう
になってきました。消費者がインター
ネットなどを利用しながら、安全・安心
な消費生活を営むためには情報が届く
仕組みやリスクを理解するなど、デジ
タル社会に必要なリテラシーを高める
ことが重要です。今回の月間を通じて、
デジタル技術の利活用を再確認し消費
者力を高めましょう。今年も消費者月
間ブースを役場玄関ホールに設け啓発
を行います。ぜひお立ち寄りください。
問 �生活安全課 消費生活相談窓口�
（竜王町防災センター内）�
58-3703

町民室をご利用ください

正面玄関を入ってすぐ右側の町民室を
ご存じですか？皆さんの憩いの場とし
て町民室をぜひご利用ください。

問 �総務課 総務管財係 58-3700

消費生活に関する
相談はこちら

Tax� 税と料金

納期限　５月29日㊎
▶水道料金　▶下水道使用料

納期限　６月１日㊊
▶固定資産税　▶軽自動車税
▶保育所保育料
▶こども園保育料
▶通学自動車使用料
▶学校給食費（こども園）

義務教育の円滑な実施を図る 
小・中学校就学援助制度

経済的な理由により、就学が困難な児
童・生徒がいるご家庭のために、学期
ごとに学用品費・校外活動費・修学旅
行費などを支給します。
※�昨年度に「新入学児童生徒学用品費
等」の給付を受けた人も再度申請が
必要です。
※�年度途中の申請は認定のあった月か
ら支給されます。

◆対象…次のいずれかに該当する人
⃝生活保護受給世帯（要保護者）
⃝�要保護者に準ずる程度に困窮してい
る人で、前年度または当該年度に生
活保護の停止または廃止を受けた人
や、町民税・国民健康保険税などが
減免されている人、児童扶養手当を
受給している人など

◆�申請方法…所得要件や申請・受給方
法などについては、お問い合わせく
ださい。

問 �竜王町教育委員会事務局�
教育総務課 58-3710

参加型なぞとき
イベント開催！

迷宮大学と消えたひこにゃん７
大学内を探索しながら、チームで協力し
て謎を解き明かそう！楽しみながら理
系的な思考を体験できるイベントです。
皆さまのご参加をお待ちしています。
◆�とき…5/23㊏ 午前の部 9：30～
12：30、午後の部 13：30～16：30�
※午前と午後は同じ内容となります。

◆�場所…滋賀県立大学
◆�対象…小学５・６年生（要保護者同
伴）、中学生、高校生、教員

◆�定員…各回100人（先着順）
◆�申込…5/10㊐まで
※�参加無料。詳細・申し込みは、下記二
次元コードから

問 �滋賀県立大学 総務課�
0749-28-8301

議会報告会のご案内

町議会議員による議会報告会を懇談会
形式で開催します。町の未来について
じっくり語り合いませんか？皆さまの
お越しをお待ちしております。
◆とき…�①5/22㊎ 19：00～�

②5/23㊏ 14：00～
　※①と②は同じ内容となります。
◆�場所…竜王町公民館（ホール）
※参加申込不要
問 �議会事務局 58-3713

詳細はこちら

募 第15回子ども英語スピーチ
大会の参加者募集

◆�開催日時…8/23㊐ 13：30～
◆�会場…竜王町公民館１階（ホール）
◆�スピーチ部門
⃝�小学生の部（配布する例文、詩、物語
の一部など自由／約１～３分）
⃝�中学生の部（教科書本文、詩、物語の
一部など自由／約３～５分）

◆�Show and Tell部門
⃝�テーマに関わる写真（１～３枚）を示
しながら聞き手に伝えたいことを紹
介。詳しくは後日配布の案内チラシ
をご覧ください。

◆�応募方法…申込用紙を学校または教
育委員会事務局へ提出してください
（申込用紙は６月上旬～配布予定）。

◆応募期間…6/3㊌～7/3㊎
◆�その他…夏休み期間中に外国人講師
などによるスピーチ練習を行い、希
望者には練習用CDを貸し出します。

問 �竜王町教育委員会事務局�
学校教育課 58-3719

要約筆記者養成講座 
（パソコンコース）

要約筆記とは、発言者の話を聞き要約
して書くことで、聴覚障がい者にその
場の話の内容を伝える通訳のことで
す。要約筆記の技術を習得し、聴覚障が
い者の社会参加を支援する要約筆記者
を養成します。
◆�条件…県内在住・在勤で全課程受�
講可能な18歳以上の人／2026～
2027年で手書き・パソコンの両コー
スを受講できる人／講座修了後の認
定試験を受験し合格後、要約筆記者
として活動できる人／オリエンテー
ション（5/28㊍）に出席できる人／
基本的なパソコン操作のできる人

◆�とき…6/4㊍～令和９年1/21㊍
　（全29回）13：30～16：30
◆�場所…滋賀県立聴覚障害者センター
（草津市大路２-11-33）

◆�受講料…�無料（別途テキスト代4500円）
◆�締切…5/15㊎まで
問 �滋賀県立聴覚障害者セン
ター 077-561-6111 詳細はこちら

5/31㊐～6/6㊏は「禁煙週間」です！
　世界保健機関（WHO）は毎年５月31日を「世界禁煙デー」と定めており、
日本では世界禁煙デーから始まる一週間（５月31日～６月６日）を「禁煙週
間」と定めて、全国的に禁煙や受動喫煙防止の普及啓発を行っています。
　たばこによる悪影響は、吸う人だけの問題ではありません。たばこを吸わ
ない人が自分の意志とは関係なくたばこの煙を吸わされてしまう『受動喫
煙』や、たばこを消した後に髪の毛や壁などに残る化学物質を吸ってしまう
『三次喫煙（残留受動喫煙）』によって、家族や周囲のさまざまな人の健康を
脅かしてしまいます。
　この機会に、個人で、家族で、地
域で、受動喫煙防止について何が
できるか考えてみませんか？
問健康推進課 健康づくり係 58-1006

２月末の人口（広報４月号に掲
載）に誤りがありました。正し
い数値を町HPに掲載しており
ますのでご確認ください。 人口について

たばこが「臭う」は「吸っている」と同じ！～防ごう、三次喫煙～
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